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大雨・台風接近等の場合の対応について  

 

 子どもたちの安全確保のため、大雨や台風接近等の非常変災時について、下記のとおり

対応しますのでご理解とご協力をよろしくお願いします。  

 

記  

 

 

 

（１）午前７時００分、野洲市を含む地域に「特別警報」または「暴風警報」の発表があ

るときは、臨時休業とします。  

   ＊発表の有無等については、各種メディア等でご確認をお願いします。この場合、

学校からの連絡はありません。  

（２）登校後、「特別警報」または「暴風警報」の発表があったときは学校待機とします。 

   ＊下校時の安全が確認できるまで学校待機とします。また、終業を早めるなど教育

活動を停止する場合は学校から連絡します。  

 

 

 

（１）午前７時００分、野洲市を含む地域に「特別警報」または「暴風警報」の発表がな

いときは、授業を実施します。  

   ＊「大雨警報」「大雨洪水警報」等の発表があっても臨時休業ではありません。  

しかし、通学上の安全に不安がある場合、各家庭・地域で登校を遅らせたり、自

宅待機としたりするなどの対応をお願いします。  

（２）「特別警報」または「暴風警報」の発表はないが、学校などから連絡があったときは、

連絡の内容に従ってください。  

＊校区内の被災状況等により、臨時休業としたり、始業を遅らせたり、終業を早め

たりすることがありますのでご協力をお願いします。その際は、学校からメール

配信をします。  

 

＊非常変災時はこのプリントに従って対応します。一年間大切に保管してください。  

１  「特別警報」・「暴風警報」の発表がある場合  

 

２  「特別警報」・「暴風警報」の発表がない場合  

 


